
   東大和市子ども・子育て支援会議条例の一部を改正する条例    

 東大和市子ども・子育て支援会議条例（平成２５年条例第２６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 題名を次のように改める。 

   東大和市子ども・若者・子育て会議条例 

 第１条中「基づき」の次に「、及び東大和市における子ども、若者及び子育てに関

する施策を総合的に推進するため」を加え、「東大和市子ども・子育て支援会議」を

「東大和市子ども・若者・子育て会議」に、「「支援会議」を「「会議」に改める。 

 第２条中「支援会議」を「会議」に改め、同条第２号中「第４３条第３項」を「第

４３条第２項」に改め、同条第４号中「。以下同じ」を削り、同条第５号を次のよう

に改める。 

（５）その他子ども、若者及び子育てに関する施策の推進に関し必要な事項 

 第３条第１項中「支援会議」を「会議」に、「１１人」を「１３人」に改め、同条

第２項各号を次のように改める。 

（１）公募による市民 ４人以内 

（２）子ども、若者又は子育てに関し識見を有する者 ３人以内 

（３）子ども、若者若しくは子育てに関する事業等を行う機関又は組織を代表する者 

 ６人以内 

 第５条中「支援会議」を「会議」に改める。 

 第６条第１項中「支援会議に係る会議（以下「会議」という。）」を「会議」に改

める。 

 第７条中「支援会議」を「会議」に改め、「に会議へ」を削る。 

 第８条及び第９条中「支援会議」を「会議」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年８月１日から施行する。 

 （東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正） 

２ 東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例（昭和５２年条例第２号）の一部を

次のように改正する。 

  別表中「子ども・子育て支援会議委員」を「子ども・若者・子育て会議委員」

に改める。 

 （東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

３ 東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 



  第４条第１項中「東大和市子ども・子育て支援会議条例」を「東大和市子ど

も・若者・子育て会議条例」に、「東大和市子ども・子育て支援会議の」を「東

大和市子ども・若者・子育て会議の」に改める。 

 （東大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

４ 東大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項中「東大和市子ども・子育て支援会議条例」を「東大和市子ど

も・若者・子育て会議条例」に、「東大和市子ども・子育て支援会議の」を「東

大和市子ども・若者・子育て会議の」に改める。 


